
 

 

下水道使用料改定及び日野市公共下水道事業経営戦略（素案）パブリックコメント実施要領 

 

1. 意見募集について 

市では、市長が優先施策として掲げる「豊かな住環境で心安らぐ生活を」の実現を目指す“安全に暮らすこ

とができる日野のまちづくり”のため、また子どもや若い世代に責任を先送りしないことを念頭に、下水道使

用料の改定を検討しております。 

市としても市民の皆様が幸せに安心して暮らしていけるように市民生活の下支えをすることが重要なミッシ

ョンであると認識しており、下水道使用料の値上げはできるだけ避けたい案件ではございますが、苦渋の

判断で必要最小限度の使用料改定を行う予定のため、市民の皆様のご意見を広く募集するものです。 

また、使用料改定の前段として日野市公共下水道事業経営戦略の見直しを行いましたので、改定素案へ

の意見もあわせて募集するものです。 

市の下水道事業の現状と使用料改定案及び経営戦略（素案）をご覧いただき、ご意見をいただければと思

います。多くの皆様の意見を踏まえて最終的な方向性を決定したいと思いますので、ご協力よろしくお願い

します。 

なお、下水道使用料の改定については、日野市パブリックコメント手続実施要綱（令和元年１１月５日制定）

第４条第６号によりパブリックコメントの適用除外の施策ではありますが、日野市下水道条例の改正が必要

な重要な施策であり、日常生活に深く関わる内容であるためパブリックコメントを実施するものです。 

 

2. 意見募集期間 

令和８年１月１９日（月曜）から２月１７日（火曜）まで 

 

3. 資料の入手方法 

「下水道使用料改定について」及び「日野市公共下水道事業経営戦略」は、令和８年２月１６日（月曜）より、

次の方法で入手することができます。 

（1） 日野市ホームページでの閲覧・ダウンロード 

日野市ホームページｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｈｉｎｏ．ｌｇ．ｊｐ／ 

ページＩＤ：１０２９１８１ 

（2） 窓口での閲覧 

次の窓口で閲覧することができます。※配布は行っておりません。 

閲覧場所 閲覧できる時間（令和８年１月１９日（月曜）より） 

下水道課 

月曜日から金曜日 

午前８時３０分から午後５時まで 

※ 土・日曜日、祝日は休み 

中央図書館 
火曜日から金曜日 

午前１０時から午後７時まで 

土・日曜日、祝日 

午前１０時から午後５時まで 

※ 月曜日は休館（ただし、月曜が祝日の場合は開館） 

高幡図書館 

日野図書館 

多摩平図書館 

平山図書館 

百草図書館 

市政図書室 月曜日から土曜日 

午前８時３０分から午後５時まで 

※ 日曜日、祝日は休み 

七生支所 

豊田駅連絡所 

  



 

 

4. 意見の提出方法 

次のいずれかの方法で意見書に必要事項を記入のうえ、令和８年２月１７日（火曜）までに提出してください。

なお、日野市パブリックコメント手続実施要綱（令和元年１１月５日制定）に基づき、原則、（１）日野市地域共

創プラットフォームにより意見等を提出してください。 

 

（1） 日野市地域共創プラットフォームによる方法 

① 日野市地域共創プラットフォーム 

（ｈｔｔｐｓ：／／ｈｉｎｏｔａｎｅ．ｌｉｑｌｉｄ．ｊｐ／）にアクセスしてください。 

 

 

② 画面右上のログインボタンから、ユーザー登録又はログインをしてください。 

③ 意見の投稿は、日野市地域共創プラットフォーム内のスペース「下水道使用料の改定及び日野市公

共下水道事業経営戦略（素案）」から行えるので、画面左側の「三」ボタンか、トップページ下部の「ス

ペース一覧」から選択してください。 

④ 「トップ」から、詳細をご確認ください。 

⑤ ご意見・ご感想は、「下水道使用料の改定及び日野市公共下水道事業経営戦略（素案）についてご

意見をお寄せください」右側の「新規投稿」からお寄せください。 

⑥ 日野市地域共創プラットフォームによるご投稿にあたっては、次の事項にご留意くださいますようお

願いいたします。 

(ア) ご利用いただくためには、ユーザー登録及びログインが必要です。 

(イ) ユーザー登録に当たって表示される各種運用ポリシー等をあらかじめご確認ください。 

(ウ) 書き込みには、文字数制限があります。何度でも投稿いただけますので、ポイントごとに投稿を分け

るなど、簡潔な記載にご協力をお願いします。 

（2） 日野市地域共創プラットフォームによらない方法 

Ａ４サイズの用紙に意見を記載して下水道課に持参、もしくは封書で送付してください。なお、封書に

は、朱書きで「下水道使用料の改定について」もしくは「日野市公共下水道事業経営戦略（素案）につ

いて」と記載してください。 

 

5. 注意事項 

（1） 意見は、日本語で記載してください。 

（2） 提出いただいた意見はすべて公開される可能性があることを、あらかじめご承知おきください。 

意見の募集期間内に到達しなかったもの及び下記のいずれかに該当するものは、無効とします。 

① 個人や特定の団体を誹謗中傷するもの 

② 個人や特定の団体の財産又はプライバシーを侵害するもの 

③ 個人や特定の団体の著作権を侵害するもの 

④ 公序良俗に反するもの 

⑤ 営業活動等営利を目的としたもの 

（3） 提出いただいたご意見に対する市の回答は、日野市ホームページで行います。 

個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。 

 

6. 問合せ先 

日野市環境共生部下水道課 ※祝日を除く月曜から金曜の午前８時３０分から午後５時まで 

日野市日野本町１丁目７番地の２ 旧生活・保健センター分室２階 

電話番号０４２－５１４－８３１７（直通） 



 

 

 

 



 

 

 

 


